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Tax Analysis 
 

OECDによる「第 1 の柱- 利益

Bに関するパブリックコンサル
テーション」の公布 
 
 
2022年 12月 8日、G20/OECDの税源浸食と利益移転（BEPS）包括的枠組み
（以下、「包括的枠組み」）の作業の一環として、OECD は「第 1 の柱-利益
B に関するパブリックコンサルテーション」（以下、「パブリックコンサルテ
ーション文書」）を公表した。意見募集は 2023年 1月 25日に締め切られる予
定である。2022 年 2 月~10 月の間に公表されたモデルルールドラフトに関す
る 9つのパブリックコンサルテーション文書/進捗報告書は、いずれも第 1の柱
-利益 A とそれに対応する租税の確実性に関わるものであるが、今回公表され
たパブリックコンサルテーション文書は、第 1 の柱-利益 B に関するものであ
る。利益 A のルールとは異なり、 利益 B ルールの適用対象に該当するか否か
の判定基準に、売上高と利益率に関する閾値は設けられていない。 
 
包括的枠組みが経済のデジタル化から生じる税務上の諸課題への対応について

2020 年 10 月に発表した「第 1 の柱のブループリントに関する報告書」（以
下、「ブループリント報告書」）において、利益 Bのルールについて検討され
たが、今回公表されたパブリックコンサルテーション文書では、 利益 B の適
用対象に該当するか否かを判定する際の「ポジティブリスト」と「ネガティブ

リスト」の廃止、適用対象範囲の絞り込み、価格算定方法のさらなる明確化

（固定リターンへの設定に関する提言が削除された）、および文書化要件、租

税の確実性ルールなど、ブループリント報告書と比べて大幅な変更やルールの

具体化が見られる。 
 
本 Tax Analysisでは、 理解の一助として、利益 Bのパブリックコンサルテー
ション文書の重要な内容を Q&A方式で概説する。 
 
1. 利益 Bは主にどのような課題に対処するためのものであるか 

 
多国籍企業グループの運営上、卸売は非常に重要な機能の一つであり、多岐に

わたるその形式と実態は、関連者間取引に関する税務紛争が起きる重要な要因

の一つとなっている。卸売に関する多くの税務紛争では、「対象取引が“基本
的なマーケティング及び卸売活動”に該当するか否か、それ以外のより複雑な
機能を含むか否か」が議論の焦点となっている。 
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前述のように、今回公表されたパブリックコンサルテーション文書は、ブルー

プリント報告書と比べて大幅な変更やルールの具体化が見られるが、利益 Bの
主旨は変わらない。即ち、とりわけ徴税執行能力の低い課税管轄地（Low-
Capacity Jurisdictions, LCJ）のニーズを踏まえ、基本的なマーケティング及び
卸売活動（in-country baseline marketing and distribution activities）の範囲を明
確にし、独立企業原則（Arm's Length Principle, ALP）に合致する簡素化され
た価格算定方法を提供することで、租税の確実性を向上させ、移転価格管理の

簡素化・最適化に寄与する。 
 
2. 利益 Bはどんなグループ内取引に適用されるか 
 
パブリックコンサルテーション文書によれば、 利益 Bルールは、下記のグル
ープ内取引に適用される（パブリックコンサルテーション文書では、検証対象

は「卸売業者（Distributor）」と総称される）。 
 

a) 購入再販売取引（Buy-sell arrangements）。検証対象が所在地国外の
1つ又は複数の関連者から商品を購入し、主に所在地国の非関連者向
けに卸売りする取引。 

b) 販売代理及びコミッションネア取引（Sales agency and 
commissionaire arrangements）。検証対象が関連者の卸売販売活動
に貢献し、かつ検証対象が利益 Bの適用対象判定基準に類似する経済
的特徴を示す販売代理及びコミッションネア取引。 

 
検証対象取引が上記 2つのいずれかに該当する場合、利益 Bの適用対象判定
基準（Scoping criteria）に基づき、検証対象取引が利益 Bの適用対象に該当す
るか否かを判断する必要がある。 
 
3. 利益 Bの適用対象判定基準（Scoping criteria）とは？ 
 
利益 Bの適用対象判定基準は、適格取引（Qualifying transactions）を定義す
る詳細かつ包括的なリストという形ではなく、簡素化のため、「卸売業者

（Distributor）が基本的なマーケティング及び卸売活動に従事しているか否
か」を判断する際に考察する 12の基準という形で提供される。 
 
利益 Bの適用対象判定基準では、関連者間取引の経済的特徴に対する定性的評
価、及び卸売業者の財務諸表から得られる定量的指標を考察する。その際、卸

売業者の所在地国における純売上高、卸売以外の活動による収益又は関費用、

卸売業者として従事できる補助的活動によって発生するマーケティング費用、

梱包・組立費用、製品保証・アフターサービス費用などについて設定される閾

値を超えているか否かを判定し、閾値を超えない場合、利益 Bの適用対象判定
基準に合致する適格取引に類似する経済的特徴を有するとみなされる。閾値の

具体的な数値はまだ検討中であり、パブリックコンサルテーション文書では未

定（X%）と記載されている。 
 
また、パブリックコンサルテーション文書では、上述の「経済的特徴」につい

て、5つの比較可能性分析要因（契約条項、機能リスク分析、資産の特徴、経
済環境、経営戦略）の視点から詳しく説明されている。 
 
4. 利益 Bは大口商品取引と無形商品取引に適用されるか 

 
パブリックコンサルテーション文書では、大口商品取引と無形商品取引は利益

Bの適用対象範囲から除外されている。実務上、大口商品取引で取引される特
定の材料・貨物・製品は通常、利益 Bの価格算定方法として採用される取引
単位営業利益法（「TNMM」）ではなく、独立価格比準法を用いてその独立企
業間価格を算定される 
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ため、大口商品取引を利益 Bの適用対象範囲から除外する必要がある。また、ソフトウェアやデジタル商品等の無形商
品の卸売の置かれている経済環境は、有形商品卸売のそれとは実質的に異なり、無形商品卸売は利益 Bの適用対象範囲
から逸脱するか、基礎的なマーケティング・卸売活動に該当しない可能性があるため、無形商品取引利益 Bの適用対象
範囲から除外する必要がある。 

 
5. 利益 Bの算定に採用される移転価格算定方法は？ 
 
利益 B の算定に、取引単位営業利益法（「TNMM」）をベースとする価格算定方法が採用される。ただし、下記 2つ
の例外的状況も検討されている。 
 
a) 所在地国市場における比較対象取引を検証対象取引の価格設定に利用できる場合 
b) 特定の状況において、TNMM以外の方法が最適な移転価格算定方法（most appropriate method, MAM）である
場合 
 
6. 利益 B の算定に採用される利益水準指標は？ 
 
TNMMを用いて卸売取引を分析する際、営業利益率（operating margin）或いは売上高利益率（return on sales）はよ
く採用される純利益水準指標であり、利益 B の適用対象範囲に含まれるほとんどのケースに適用される。ただし、包
括的枠組みの一部加盟国は、その他の利益水準指標（例えば、ベリー比率、総資産利益率、純利益水準指標の組み合

わせ等）の運用も検討するよう提言している。従って、将来の実務において、最適な利益水準指標を選択する際に、

関連者間取引の具体的な状況、各潜在的な利益水準指標のメリット・デメリット、情報の信頼性などを総合的に考慮

する必要がある。 
 

7. 利益 Bはどんな形で実施されるか 
 
パブリックコンサルテーション文書では、当初想定された固定リターンの設定は廃止されている。最終的な結論には

至っていないが、2つの潜在的な方法、即ちプライシングマトリックス（pricing matrix）とメカニカルプライシングツ
ール （mechanical pricing tool）が検討されている。 

 
a) プライシングマトリックス：一般的なベンチマーク検索基準を通じて独立企業間価格を取得し、マトリックス
の形で表示する。比較可能なマーケティング・卸売事業体は、経済的特徴によって、各サブセットにグループ

化される。 
b) メカニカルプライシングツール：一般的なベンチマーク検索基準を通じて取得する基礎的なデータを、計算式
や一連の定量的調整などのメカニカルプライシングツールに「変換」して、検証対象の経済的特徴に適合する

独立企業間取引によるリターンを確実に導き出すことができる。 
 

8. 利益 Bの適用対象企業は納税者レベルでベンチマーク分析を実施する必要があるか 
 
包括的枠組みによる利益 B関係のテクニカル面の作業は進行中であるが、利益 Bの目的の一つは、税務当局と納税者
レベルの両方で、利益 Bの適用対象事業のベンチマーク分析を実施するためのリソース負担を軽減することである。
この目的が達成されれば、納税者レベルでベンチマーク分析を実施する必要がなくなり、代わりにプライシングマト

リックス又はメカニカルプライシングツールを通じて、検証対象の利益 Bを算定することができるようになる。 
 

9. 利益 B関連の文書化要件（Documentation requirements）は？ 
 
利益 Bの文書化は、税務当局が十分かつ信頼できるデータをもって、納税者の関連者間取引が利益 Bの適用対象範囲
に含まれるか否か、また、定められた移転価格算定方法に従って価格設定を行っているか否かを評価することを確保

するという重要な役割を果たしている。納税者は、利益 Bの適用対象範囲に含まれる関連者間取引の概要に関する定
性的な説明（例：納税者及び関連者の機能・リスク分析、利益 Bの適用対象判定基準に基づく判定結果など）、及び
関連者間取引における利益 Bの価格算定方法の適用可能性や算定結果等の定量的分析を含む 12項目の具体的情報をロ
ーカル文書に開示する必要がある。納税者と税務当局は、ローカル文書における記載情報のほか、マスターファイル

及び国別報告書の記載情報を用いて、利益 Bに適用される価格算定方法の合理性をサポートすることができる。 
 

10. 事前確認協議（APA）及び相互協議手続（MAP）と利益 Bとの関係は？ 
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利益 Bは、基本的なマーケティング及び卸売活動の独立企業間価格に関する税務紛争を効果的に解決することで、二
重課税の回避に寄与することを目的としており、これは、事前確認協議（「APA」）の目標でもある。企業が所在地
国の税務当局と二国間或は多国間 APAを締結しており、かつ基本的なマーケティング及び卸売活動の関連者間取引を
当該 APAの対象取引に含めている場合、利益 Bは適用されない。この場合、関連者間取引が利益 Bの適用対象判定基
準を充足しても、二国間或は多国間 APAの関連条項は、利益 Bの価格算定方法に優先して適用される。 
 
「異なる課税管轄地の税務当局の間の解決済み紛争が再検討・再評価の対象となることで不確実性が生じる」という

事態を回避し、納税者の予測可能性を高めるために、基本的なマーケティング及び卸売活動の関連者間取引について、

利益 Bの適用前に達した MAP に基づく合意は優先して適用される。ただし、進行中及び実施予定の MAP 案件につい
ては、利益 Bの関連ガイダンスを考慮に入れる必要がある。 
 
 
 
利益Bのパブリックコンサルテーション文書の重要内容に関する概説は以上です。パブリックコンサルテーション文書
で記載されたように、利益 B は利益 Aと同様の実施スケジュールが予定されており、利益 B に関するテクニカル面の
作業は 2023年半ばまでに完了し、その際、利益 Bに関する最終ルールが公表される予定です。  
 
利益 B は、多国籍企業グループにおけるマーケティング及び卸売モデルと関連活動の見直しや構築に重大かつ広範囲
な影響を及ぼすため、関連企業は利益 B の動向に留意し、必要がある場合は速やかに行動を起こし、適切な評価を行
い、関連するバリューチェーンとリスク配分を調整し、リスクの識別と管理・制御する能力を高めることが推奨され

ます。デロイトは引き続き利益 Bの動向に注目し、関連する分析と考察をご提供いたします。 
 
 
デロイトは「Global Tax System Reshaping 2.0 Series」を通じて、グローバル税制の重大な変革に関する最新情報、
及び多国籍企業への潜在的な影響に関する分析を提供しております。より詳しい情報をご希望の場合には、お気軽に

ご連絡ください。 
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デロイトについて 

Deloitte China（デロイト中国）は、中国の改革開放と経済発展に貢献するリーディングカンパニーとな
ることを長期的なコミットメントとし、統合的なプロフェッショナルサービスを提供しています。デロ

イト中国は、中国のパートナーによって所有され、グローバルにつながりながら、ローカルに深く根ざ

した現地会社です。中国の 30都市において 2万人以上のプロフェッショナルを擁し、世界トップレベ
ルの監査・保証、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、ビジ

ネスアドバイザリー、税務サービスをワンストップでお客様に提供しています。 

デロイト中国は、誠実さをもってサービスを提供し、品質を維持し、革新に努めています。プロフェッ

ショナルとしての卓越性、業界を超えた洞察力、インテリジェントなテクノロジーソリューションによ

り、様々な分野のクライアントやパートナーが機会を捉え、課題に取り組み、世界レベルの高品質な開

発目標達成を支援します。 

Deloitte（デロイト）ブランドは 1845年に誕生し、1978年から使用する中国語名「德勤」は誠実さ、勤
勉さ、卓越性を表しています。デロイトのメンバーファームのプロフェッショナルネットワークは、現

在 150以上の国や地域に広がっています。Deloitte（デロイト）は、「To make an impact that matters」
という企業ミッションのもと、資本市場に対する社会の信頼を高め、顧客の変革と成功を支援し、人材
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